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資料１７－１ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 

改正H25.10.1 内閣府告示第228号 

救助の種類 内 容 等 期  間 基 本 額 

避難所の設置 現に被害を受け又は受けるおそれのある者を、一時

的に収容する。 

災害発生の日から 

7日以内 

1人 1日当たり 

300 円以内 

福祉避難所の

設置 

 高齢者等で特別な配慮を必要とする者を収容する。 上記に加えて特別

な配慮のために必

要な実費 

応急仮設住宅

の設置 

住家が全壊（全焼、流失）し、居住する住家がない

者であって、自らの資力では住家を得ることができな

い者に対し、簡単な住宅を仮設し、供与する。 

着工～災害発生の 

日から 20日以内 

供与～完成の日か 

ら 2年以内 

規格～1戸当たり 

平均 29.7㎡（9坪） 

基本額 

～1戸当たり 

2,401,000 円以内 
福祉仮設住宅

の設置 

 高齢者等であって、日常生活において特別な配慮を

必要とする者に対して設置する。 

集会施設等の

設置 

 同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸

以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するため

の施設を設置できる 

  

賃貸住宅の借

上げ及び供与 

応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借

上げを実施し、これらに収容することができる。 

  

炊出しその他

による食品の

給与 

 避難所に収容された者等、日常の食事に支障のある

者に対し、炊出し等により、一時的に被災者の食生活

を保護する。 

 ただし、被災者が一時縁故地等へ避難する場合は、

この期間内に三日分を現物により支給することがで

きる。 

災害発生の日から 

7日以内 

1人 1日当たり 

1,010 円以内 

飲料水の供給  現に飲料水（飲料水及び炊事のための水）を得るこ

とのできない者に対し、最小限度必要な量の飲料水を

供給する。 

災害発生の日から 

7日以内 

当該地域における

通常の実費 

被服、寝具その

他生活必需品

の給与又は貸

与 

 

《別 表》 

 全半壊（焼）、流出、床上浸水等により、生活上必

要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷し、

直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、給与等

を行う。 

 被害の実情に応じ、被服寝具及び身の回り品、日用

品、炊事用具及び食器、光熱材料において現物で行う。 

災害発生の日から

10日以内 

別表金額の範囲内 

区分 1人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 5人世帯 6 人以上 1人増すごとの加算 

全壊、全焼 

流失 

夏 17,200円 22,200円 32,700円 39,200円 49,700円 7,300 円 

冬 28,500円 36,900円 51,400円 60,200円 75,700円 10,400円 

半壊、半焼 

床上浸水 

夏 5,600 円 7,600 円 11,400円 13,800円 17,400円 2,400 円 

冬 9,100 円 12,000円 16,800円 19,900円 25,300円 3,300 円 

※ 夏季は 4月 1日～9月 30日、冬季は、10月 1日～3月 31日（季別は、災害の日をもって決定） 

医 療  医療の途を失った者に対し、救護班等により応急処

置を行う。 

 医療は救護班において行う。ただし、急迫した事情

があり、やむを得ない場合は、病院又は診療所におい

て医療を行うことができる。 

災害発生の日から

14日以内 

救護班～実費 

病院等～国保診療

報 酬 の 額

以内 

助 産 災害発生の日以前又は以後7日以内に分娩した者で

あって、災害のため助産の途を失った者に対し、分娩

の介助及び前後の処置を行う。 

分娩の日から7日以

内 

救護班～実費 

助産師～慣行料金

の8割以内 

被災者の救出 現に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明

の状態にある者を捜索、救出する。 

災害発生の日から

３日以内 

当該地域における

通常の実費 

被災した住宅

の応急修理 

住宅が半壊（焼）し、自らの資力では応急修理をす

ることができない者又は大規模な補修を行わなけれ

ば居住することが困難である程度に住家が半壊した

者に対し、居住のため必要な最小限度の部分を応急的

に修理する。 

災害発生の日から 

1ヶ月以内 

１世帯当たり 

520,000 円以内 
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救助の種類 内 容 等 期  間 基 本 額 
生業に必要な

資金の貸与 

住家が全壊（焼）、流失し、災害のため生業の手段

を失った世帯に対して行う。 

生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入

するための費用に充てるものであって、生業の見込み

が確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に

対して貸与する。 

災害発生の日から 

1ヶ月以内 

生業費～1 件当たり 

30,000円 

就職支度費～1 件当

たり 15,000 円 

貸与期間～2年以内 

（無利子） 

学用品の給与 住家の全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水

により学用品を喪失又は損傷し、修学上支障のある小

学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して、

被害の実情に応じ、教科書、文房具、通学用品におい

て現物で給与を行う。 

教科書～災害発生

の日から1ヶ月以内 

その他～災害発生

の日から 15日以内 

教科書～実費 

文房具及び通学用

品費～ 

小学生 1人当たり 

4,100 円以内 

中学生 1人当たり 

4,400 円以内 

高校生等1人当たり 

4,800 円以内 

埋 葬 災害の際に死亡した者に対し、死体の応急的処理を

実施する。 

原則として、棺又は棺材の現物をもって、棺、埋葬

又は火葬、骨つぼ及び骨箱において行う。 

災害発生の日から

10日以内 

１体当たり 

大人201,000円以内 

小人160,800円以内 

死体の捜索  現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によ

り既に死亡していると推定される者を捜索する。 

災害発生の日から

10日以内 

当該地域における

通常の実費 

死体の処理  死亡した者について、死体に関する処理（死体の洗

浄、縫合、消毒等の処置、死体の一時保存、検案）を

行う。 

災害発生の日から

10日以内 

死体の洗浄、縫合、

消毒等 

１体当たり 

3,300 円以内 

一時保存（既存施設） 

  借上費について 

通常の実費 

一時保存(施設以外) 

１体当たり 

5,000 円以内 

検案(救護班以外) 

当該地域の慣行 

料金の額以内 

障害物の除去  居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は

玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住

できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってして

は、当該障害物を除去することができない者に対して

行う。 

災害発生の日から

10日以内 

１世帯当たり 

133,900 円以内 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

 被災者の避難、医療及び助産、被災者の救出、飲料

水の供給、死体の捜索、死体の処理、救済用物資の整

理配分において、救助のための輸送費及び賃金職員等

雇上費を支給することができる。 

各々の救助の実施

が認められる期間 

当該地域における

通常の実費 

 これらの基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意

を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。（災害救助法施行令第 3条第 2項） 
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資料１８－１ 災害広報文例集 
 伝達文の前に「こちらは幕別町災害対策本部です。」又は、「こちらは幕別町広報車です。」等といれ、

広報の実施主体を明らかにする。 
 
１ 地震情報、余震情報の伝達文 

(1)  直 後 
① ただいま、大きな地震がありました。町民の皆さん、あわてて外に飛び出さないで下さい。

声をかけあって、まず、火の始末をしましょう。 
② 先程の地震の震源地は○○で、震源の深さは○ｋｍと推定されます。 
  幕別町の震度は、○で、地震の規模は、マグニチュード○でした。今後も、テレビ、ラジオ

や役場からの情報に注意し、落ち着いて行動して下さい。 
(2)  10 分後 

① ○○地方の地震はおさまりました。今後、余震が予想されますが（続いていますが）、余震は

本震ほど強くありません。落ち着いて行動して下さい。 
② 皆さん！先程のような強い揺れはもうありません。まず落ち着いて行動して下さい。自分勝

手な行動は危険です。役場や警察、消防の指示に従って冷静に行動して下さい。 
  また、デマなどにまどわされないよう、ラジオやテレビからの正しい情報を聞きましょう。 

２ 被害の状況 
① これまでにわかった被害の状況をお知らせします。 
 亡くなった方 ○○人、行方のわからない方 ○○人、重傷者 ○○人、軽傷者 ○○人、

全壊家屋 ○○棟、半壊家屋 ○○棟、火災 ○○件のうち○○件鎮火。 
 現在、町内の電気、ガス、水道はすべて供給を停止しています。また、電話も不通となって

います。復旧の見通しは立っていません。 
 ラジオ等の情報に注意し、デマなどにまどわされないように落ち着いて行動して下さい。 

３ 火災発生の状況 
① ○○町付近で火災が発生しています。○○戸が焼失し、現在も延焼中です。 
② 現在、○○地区の火災は、（○○方面へ）燃え広がっています。 

○○地域の住民の方は、直ちに○○へ（○○方面へ）避難して下さい。 

４ 交通の状況 
① 現在、JR はすべて運転を見合わせています。JR では線路などの点検を行っていますがまだ

運転再開の見通しは立っていません。今後の情報に注意して下さい。 
② 現在、町内のすべての道路（○○通り）が○○のため車輌の通行が禁止されています。町民

の皆さん、自動車は使用しないで下さい。 
  ドライバーの皆さんは、ラジオの情報や現場の警察官の指示に従って下さい。 
③ 現在、JR は、○○～○○間で運転が一部が再開されました。 
  現在、町内を運行しているバスは、○○通りを走っている○○交通の○○行きです。 
  その他の路線は、運行の見通しが立っていません。 
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５ 気象情報の伝達 
① 台風第○号の接近により、現在、十勝中部に大雨洪水警報が発令されています。 
  今夜半にかけて大雨となる恐れがありますので、町民の皆さんは十分警戒して下さい。 
② ただいま、十勝中部に大雨警報が発令されています。この雨は○○地方で○mm を超えてお

り、今夜半まで降り続く見込みですので十分に警戒して下さい。 

６ 避難の準備の周知 
① 現在、○○地区は○○のため危険な状態になりつつあります。 

いつでも避難できるよう準備をして下さい。避難する際の荷物は非常持ち出し品など最小限

に止めましょう。 
② 町民（○○公区）の皆さん、避難の準備をして下さい。○○町付近で火災が発生しています。 
  飛火に注意して下さい。お年寄りや子供さんは安全な○○公園へ早めに避難して下さい。 

７ 避難の指示、誘導 
① お知らせします。○○町周辺は、○○のため避難勧告（指示）が出されました。 
  避難先は○○です。戸締りをして家族揃って早く避難して下さい。 
② 現在、○○付近で○○川（水路）から水があふれ、一部では床上（下）浸水になっています。

大切なものは高い所に上げ、直ちに避難を開始して下さい。 
  付近の消防団は安全に誘導して下さい。また、近所の方は、お互いに助け合って避難して下

さい。 
③ ○○町の方は○○公園、○○小学校に避難して下さい。 
④ ただいま、○○町一帯に避難勧告（避難指示）が出されました。風向きが悪いため、この付

近も危険になりましたので、急いで○○公園に避難して下さい。 

８ 救護対策の周知 
① 負傷者の臨時救護所が○○に設けられています。けがをされた方は○○にいって下さい。 
② 負傷者の収容についてお知らせします。○○付近でけがをされた方は（所在地）の○○病院

に収容されています。 

９ 避難所等の開設状況 
① 被災者の避難所を、○○と○○に開設しています。お困りの方は直接避難所においでになる

か、役場にご相談ください。 

10 防疫、保健衛生に関する注意 
① 町民の皆さん、食中毒や伝染病にかからないように、飲み水は沸かして飲むなど衛生面に十

分注意して下さい。 
② また、熱が出たり、下痢等身体に十分注意して下さい。 
  食中毒症状の時は、消防署又は十勝総合振興局保健環境部保健行政室に連絡して下さい。 
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11 飲料水・食糧等の供給状況 

① 断水している地域の方々のために、現在○○と○○において飲み水を配っていますので、ご

利用下さい。 
  また、○○と○○に避難所を開設し、被害にあわれた方々のために食糧、毛布などをお配り

しています。 
 


